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（ 1）甲府市自治基本条例（抜粋）
　私たちのまち甲府市は、あふれる光と清らかな水に恵まれた甲府盆地にあり、先人は、輝かしい歴史を
築きあげ、多彩な地域の文化を育んできました。
　いま、人と人、人と自然が共生し、平和で住みよいまちとして発展させ継承していくために、私たちは、
自律した自治のあり方を見据え、そのしくみをより確固たるものとしなければなりません。
　私たちは、主体的に生き、人を思いやる心を大切にし、市民と市議会と市長をはじめ市政を執行するも
のとの協働により、公正で平等な地域社会をつくり、市民の福祉の増進を図って、次の世代に引き継いで
いきます。
　私たちは、甲府市民としての誇りと責任をもち、ここに、甲府市自治基本条例を制定します。
　　（基本構想等）
第�22条　市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる
基本構想を定めます。
2　市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。

（ 2）甲府市総合計画審議会条例
　　（設置）
第�1 条　甲府市自治基本条例（平成19年 6 月条例第21号）第22条の規定に基づき、本市が策定する総合計
画について調査審議するため、甲府市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

　　（所掌事務）
第 2条　審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定の基準となるべき事項について調査及び審議する。
　　（組織）
第 3条　審議会は、委員60人以内で組織する。
2　委員は、学識経験のある者、市議会の議員及び関係行政機関の職員から市長が委嘱する。
　　（任期）
第 4条　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
　　（会長及び副会長）
第 5条　審議会に会長及び副会長若干名を置く。
2　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3　会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 �　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定める順位に従いその職務を代理する。
　　（会議）
第 6条　審議会は、会長が招集する。
2　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3　審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
　　（意見の聴取等）
第�7 条　会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又
は意見を聴くことができる。

　　（専門部会）
第�8 条　会長は、特に必要があると認めるときは、専門的事項を審議させるため、審議会に専門部会（以
下「部会」という。）を置くことができる。
2　部会は、会長が指名する委員で構成し、部会長は、部会委員の互選により定める。
3　部会長は、部会の事務を掌理する。
4　部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
5　部会の会議については、第 6条の規定を準用する。
　　（庶務）
第 9条　審議会の庶務は、企画部において処理する。
　　（委任）
第10条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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